
月

13日 (月) 1日 (水)

27日 (月) 15日 (水)

11日 (月) 1日 (金)

25日 (月) 15日 (金)

8日 (月) 1日 (月)

22日 (月) 15日 (月)

13日 (月) 1日 (水)

27日 (月) 15日 (水)

10日 (月) 3日 (月)

24日 (月) 17日 (月)

14日 (月) 1日 (火)

28日 (月) 15日 (火)

13日 (火) 1日 (木)

26日 (月) 15日 (木)

9日 (月) 2日 (月)

24日 (火) 16日 (月)

7日 (月) 1日 (火)

21日 (月) 15日 (火)

12日 (火) 4日 (月)

25日 (月) 15日 (金)

8日 (月) 1日 (月)

22日 (月) 15日 (月)

8日 (月) 1日 (月)

23日 (火) 15日 (月)

令和8年度

無料法律相談
　（事前予約制）

【相談時間】
①13：20～②13：50～
③14：20～④15：00～
⑤15：30～⑥16：00～
（６枠）

相　談　日 予約開始日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

予約受付電話

 ０４７９－６２-５３９６
（市民生活課市民生活支援班）

予約開始日の朝９時００分より予約を
受付します。

予約時にお伺いすること
１．住所
２．氏名
３. 連絡先（連絡のつく電話番号）
４．相談内容（簡潔に）
（例：借金、相続、離婚、損害賠償、
    土地関係、近隣トラブルなど）

相談時間：１人３０分（無料）
相談会場：旭市役所（ニの2132番地）
弁護士：千葉県弁護士会所属

※原則、相談は年度内1人1回のみ、
旭市民の方が対象です。

※より多くの市民の方が利用できるよ
う、無断キャンセルはご遠慮ください。
 無断キャンセルをされた場合、年度内に再度の
予約はできません。

○旭市以外でも法律相談を実施しています。
・千葉県の無料法律相談（電話相談可）
　事前予約が必要。
　電話043-223-2249

・千葉県弁護士会による法律相談
 （毎週月曜日　有料：30分2,000円）
 （問）八日市場法律相談センター
　電話0479-72-0271
　※初回のみクレジット・サラ金問題は無料


